
1/3 

○岩倉市入札契約審査委員会規程 

昭和57年４月16日訓令第４号 

（設置） 

第１条 岩倉市が発注する工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に係る入札及び契約の手

続等に関する事項の審査等を行うため、岩倉市入札契約審査委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 入札制度及び契約制度に関すること。 

(２) 競争入札に参加しようとする者の格付に関すること。 

(３) 共同企業体の資格格付に関すること。 

(４) 指名業者の決定に関すること。 

(５) 一般競争入札における入札参加の条件に関すること。 

(６) 総合評価競争入札に関すること。 

(７) 競争入札に参加する資格を有する者の指名停止に関すること。 

(８) その他入札及び契約に関し、委員長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、１０人の委員をもつて組織する。 

２ 委員は、副市長、総務部長、市民協働部長、福祉部長、健康こども未来部長、建設部長、教育

部長、建設部都市整備課長、建設部維持管理課長及び建設部上下水道課長をもって充てる。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。 

２ 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に開催する。 

(１) ４月から７月まで及び１０月 毎週水曜日 

(２) ８月、９月及び１１月から翌年３月まで 第２水曜日及び第４水曜日（その日が岩倉市の
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休日を定める条例（平成３年岩倉市条例第１号）第１条第１項第２号に規定する市の休日に当

たるときは、その日の属する週の前週又は翌週の水曜日） 

３ 前項の規定にかかわらず、委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会を開催する日を

変更し、又は委員会を臨時に招集し、若しくは招集しないことができる。 

４ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

５ 委員会の議事は、出席委員の全員で決する。 

６ 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。 

（付議手続） 

第６条 会計管財課長は、委員会に付議する事項があるときは、別に定める基準により、必要な資

料を委員会に提出しなければならない。 

（説明の要求） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員に対し説明を求めることができる。 

（秘密の厳守） 

第８条 委員会は、秘密会議とし、委員及び事務担当者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、会計管財課において処理する。 

（雑則） 

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年４月１日から適用する。 

附 則（昭和57年訓令第８号） 

この訓令は、昭和57年10月１日から施行する。 

附 則（昭和63年訓令第９号） 

この訓令は、昭和63年10月１日から施行する。 

附 則（平成８年訓令第９号） 

この訓令は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年訓令第８号） 

この訓令は、平成13年４月１日から施行する。 
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附 則（平成19年訓令第２号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年訓令第１号） 

この訓令は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日訓令第１号） 

この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年９月４日訓令第５号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月27日訓令第２号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

（岩倉市指名請負業者資格格付審査委員会規程の廃止） 

２ 岩倉市指名請負業者資格格付審査委員会規程（昭和57年岩倉市訓令第５号）は、廃止する。 

附 則（令和２年３月25日訓令第２号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１月19日訓令第１号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月25日訓令第４号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 


